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システムの概要
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●電子成果共同保管管理システムは【北海道市町村電子成果共同保管管理用議会】の会員（参加市町村）
による共同利用です。
●電子成果共同保管管理システムと連携している情報共有システムは、一財）北海道建設技術センターが
提供しているシステムのみです。
●この取組みの対象となる工事・業務は、設計図書に「北海道市町村版情報共有システムの利用を推奨」と
条件明示されます。



ご利用の流れ
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●情報共有システムは受発注者双方が利用するものですが、利用申請と利用料金の支払いは受注者に行って頂きます。
※利用料金相当額は設計書に計上されています。（共通仮設率等に含まれている場合と積上計上の場合があります。）

●利用料金には電子成果品のオンライン登録料が含まれます。
●利用料金は工事・業務１件当たり月額6,000円（税抜）とし、６カ月を超えて利用した場合は、６カ月までの料金（上限36,000円
（税抜））とします。
※利用料金の計算方法の詳細はセンターホームページをご覧ください。

●利用料金は利用開始日から工期の末日までとします。
※利用開始日は情報共有システムのログインIDとパスワードを通知（メールによる通知）した日となります。
※工期開始前から利用申請は可能ですが、利用開始のメール通知は工期開始日以降となります。



情報共有システムの利用申請
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情報共有システムの利用について【利用申請】
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【利用申請_メール認証】

・一財）北海道建設技術センターホームページにアクセスして頂き、[5]市町村情報共有ポータルサイトを選択後、利
用登録・登録変更を選択してください。

1

2



情報共有システムの利用について【利用申請】
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【利用申請_メール認証】

・案件管理システムのログイン画面より利用申請ボタンを押下し、ご自身のメールアドレスを入力してください。
申請をする方は、工事：現場代理人、業務：管理技術者が行ってください。

←メールアドレスを入力

3
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情報共有システムの利用について【利用申請】
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【利用申請_メール認証】

・入力したメールアドレス宛に案件登録システムのログインIDとパスワードが記載されたメールが送付されますので、
メールに記載されたアドレスより案件管理システムにアクセスし、通知されたIDとパスワードを入力後、ログイン
ボタンを押下してください。

←メールに記載のIDを入力

←メールに記載のパスワードを入力」
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情報共有システムの利用について【利用申請】
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【利用申請情報の入力】

・必須と表示されている項目全てを入力して頂きます。必須項目を入力せずに次へ進むことは出来ません。
・一時保存ボタンを押下することで、入力を中断した場合でも再開時に同じ状態から進めることが出来ます。
・契約書の添付が必須ですから、予めPDFファイルにて用意しておいてください。

工事か業務かを選択

土木か営繕かを選択

座標設定ボタン押下で
地図が展開されます。

工種工法設定ボタン押下で
検索画面が展開されます。

プルダウンで選択し、無ければ新規登録
(入力)してください。

担当部課

点在箇所があれば追加
ボタン押下で入力画面
が展開されます。

(2/3)は次ページに続きます

7

8
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情報共有システムの利用について【利用申請】
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【利用申請情報の入力】

メールアドレスを入力後
発注者確認ボタン押下で氏名が表示されます。

現場代理人と監理技術者が兼任の場合は
を入れて下さい。

(3/3)は次ページに続きます
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情報共有システムの利用について【利用申請】

10

【利用申請情報の入力】

途中省略していますが入力事項が
表示されます。

申請ボタンを押下することで、発注者へ利用許可申請のメールが送付されます。

------送付先------
工事：監督員、主任監督員
業務：担当員

発注機関（市町村名・出張所等名）

利用期間：2025年03月13日～2025年12月10日
2025年度：2025年03月13日から180コース
合計金額：36,000円（税抜）

※別途消費税相当額を申し受けます。11

12



工事施工中,業務履行中の情報共有
（協議簿作成）
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情報共有システムの利用について【受発注者間で情報共有】
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【情報共有システムにログイン】

・利用許可申請が受理されると、情報共有システムのログインIDとパスワードが記載されたメールが送付されます。
メールに記載のアドレスより情報共有システムにアクセスし、メールに記載のログインIDとパスワードを入力後、ログ
インボタンを押下する事でログインする事ができます。

←メールに記載のIDを入力

←メールに記載のパスワードを入力」

1 2



情報共有システムの利用について【受発注者間で情報共有】
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【工事施工協議簿の作成】

・北海道市町村版情報共有システムで作成できる書類は工事：工事施工協議簿 、業務：打ち合わせ簿の「鏡」のみです。
他の書類は工事施工協議簿（打ち合わせ簿）に添付して提出してください。
・情報共有システムにログイン後、トップ画面より協議簿ボタンを押下し、協議簿一覧画面の新規作成より協議簿の作成
を開始します。

3
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情報共有システムの利用について【受発注者間で情報共有】
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【工事施工協議簿の作成】

・水色着色部分に入力 又は、選択をしてください。

次ページに続きます

←タイトルは一覧表示をしたときに書類の名称や内容が判るように工夫して記入してください。



情報共有システムの利用について【受発注者間で情報共有】
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【工事施工協議簿の作成】

・決裁ルートを設定し、協議簿を提出してください。

5

【5 決裁ルート設定】
・決裁ルート設定ボタン又は、協議簿提出ボタンを押下し、
決裁ルートを設定してください。

6

予め工事・業務関係者が登録されていますので並び替えをして下さい。
※発議者は表示されません。（下のケースは現場代理人発議）

【8 協議簿提出】
・OKボタンを押下することで書類の提出は完了です。

※案件関係者全員に書類が提出された旨記載されたメールが送付されます。
その後、決裁順が廻ってきたら再度メールにてお知らせが送付されます。

7
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情報共有システムの利用について【受発注者間で情報共有】
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【書類決裁】

提出された書類の決裁が可能になると（決裁順が廻ってきたら）メールが送付されます。
メールに記載のアドレスにアクセスし処理（許可・差戻）をして下さい。

1

2

南澤05様

hokan05@hoctec.or.jp

○○指示書

南澤04



情報共有システムの利用について【受発注者間で情報共有】
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【書類決裁】

書類の内容を確認して頂き、関係者全員が承認をすることで決裁完了のお知らせが関係者全員にメールにて通知され
ます。

3

【３ 承認】
・承認ボタンを決裁ルート上の全員が押下することで書類の決裁は
完了です。
※案件関係者全員に書類が決裁された旨記載されたメールが送付さ
れます。

南澤03



情報共有システムの利用について【受発注者間で情報共有】

18

【工事施工協議簿の出力】

・案件関係者全員の承認が終わり 決裁が完了した協議簿は、情報共有システムより出力し電子成果品作成時に使用して
ください。

1

2
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工事施工中,業務履行中の情報共有
（共有データ）
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情報共有システムの利用について【受発注者間で情報共有】
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【共有データ】

・情報共有システムトップ画面より共有データボタンを押下し、共有データの登録をして下さい。
1案件当たり50MBまでファイルを登録することができます。

1

2

フォルダ名を入力

3



システムの利用について【受発注者間での情報共有_共有データ】
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【共有データ】

・ファイル登録後、登録者の任意で関係者へ確認依頼のメールを送付する事が可能です。

6

5

7 8

南澤03
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オンライン納品

22



システムの利用について【オンライン納品】
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【オンライン納品】

・情報共有システムトップ画面よりオンライン納品ボタンを押下し電子成果品を登録してください。
・登録可能な電子成果品はセンターが配布する電子成果品作成支援ソフトより出力されたデータに限ります。
・登録された電子成果品データは発注者が承認することで納品完了（自動的に保管管理システムにデータを移行）と
なります。
※納品完了はメールにて通知されます。

1

3

2



電子成果品作成支援ソフト

24



システムの利用について【電子成果品の作成】
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【電子成果品作成支援ソフトのダウンロード】

・センターが提供する電子成果品作成支援ソフトは案件管理システムから入手可能です。案件管理システムにログイ
ンし、システムダウンロードボタンを押下してください。

情報共有システムの利用開始後（利用許可申請受理後）に
案件管理システムにログインする事でダウンロードする事
が出来ます。IDとパスワードはP７を参照。

1

2



システムの利用について【電子成果品の作成】
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【電子成果品作成支援ソフトのダウンロード】

・電子成果品作成支援ソフトと支援ソフト取込用案件情報の両方をダウンロードしてください。

3

4



システムの利用について【電子成果品の作成】
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【電子成果品作成支援ソフトのインストール】

・以下の手順でインストールしてください。

2

1
2

解凍



システムの利用について【電子成果品の作成】
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【電子成果品作成支援ソフトの初期設定】

・インストール後、初期設定（作業フォルダ指定）を行ってください。

ドライブを選択

作業フォルダの名称を指定

2

3

4

1

※作業フォルダは電子成果品作成支援ソフトで作成されるデータの保存場
所になりますので、設定後に直接フォルダにアクセスし、内部の構造を変
更するなどした場合、ソフトが正常に動作しないなどの不具合が発生する
恐れがあります。データの削除等は必ず、ソフトの機能で行ってください。



システムの利用について【電子成果品の作成】
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【案件情報の取込】

・新規作成より案件登録を行います。電子成果品作成支援ソフトと共にダウンロードした案件情報を取り込んでくだ
さい。

1

2



システムの利用について【電子成果品の作成】
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【電子成果品作成方法の選択】

・案件情報を取込み後、成果品の様式を選択してください。

4

3

簡易版：「情報共有／電子納品運用ガイドライン（簡易版）」を元に、簡易的な基準で
電子成果品を作成する場合

簡易版以外：国土交通省や北海道の基準に準拠して電子成果品を作成する場合

※電子成果品の様式は受注後に発注者と協議のうえ決定してください。

電子成果品

センター提供支援ソフト

出力 ZIP

登録

インターネット

電子成果品

民間が提供する支援ソフト

出力

電子成果品
チェック結果

出力 電子成果品

チェックシステム

チェックシステムによるチェック電子成果品作成

取込

情報共有システム

簡易版

簡易版以外

【成果品作成イメージ】



システムの利用について【電子成果品の作成】
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【電子成果品の作成_簡易版】

・電子成果品編集・削除を選択し、電子成果品作成画面より編集ボタンを押下して下さい。

1

2



システムの利用について【電子成果品の作成】
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【電子成果品の作成_簡易版】

・センターが提供する電子成果品作成支援ソフトは、各種電子成果品を格納するフォルダが自動的に作成されます。
予め、各フォルダに格納する書類を発注者と協議して頂き、所定のフォルダにファイルを格納してください。
各フォルダに格納可能なファイル形式はガイドラインに記載されております。
※工事写真のみアルバム作成機能があります。

「情報共有／電子納品運用ガイドライン（簡易版）工事編」より抜粋
【表-1】電子成果品のフォルダ構成と内容

ソフトで自動的に
作成される
フォルダ構成

案件情報が表示さ
れます



システムの利用について【電子成果品の作成】
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【電子成果品の作成_簡易版_ファイル格納方法】

・格納するフォルダを選択し、ファイルを追加してください。

3

4

5

ファイルを選択しドラッグすることで
順序の入れ替えも可能です。



システムの利用について【電子成果品の作成】
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【電子成果品の作成_簡易版_アルバム作成】

・工事写真フォルダを選択し新規作成からアルバムを作成することが出来ます。

6

7
アルバム名を入力

8



システムの利用について【電子成果品の作成】
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【電子成果品の作成_簡易版_アルバム作成】

・作成したアルバムを選択し、アルバム編集から写真を追加してください。

9

10

11



システムの利用について【電子成果品の作成】
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【電子成果品の作成_簡易版_アルバム作成】

・写真追加後、タイトルやコメントを入力して下さい。

12

画像を選択しドラッグすることで
順序の入れ替えも可能です。

13

画像を選択しドラッグすることで
順序の入れ替えも可能です。



システムの利用について【電子成果品の作成】

37

【電子成果品の作成_簡易版_登録用データ出力】

・工事写真の作成及び、所定のフォルダにファイルの格納が完了した後、登録用データ出力から情報共有システムに
登録する為のデータを出力します。

14

15

16

18

17



システムの利用について【電子成果品の作成】
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【電子成果品の作成_簡易版以外_登録用データ出力】

・案件情報の取込みまでは簡易版と同じ操作です。案件情報取り込み後、簡易版以外を選択し成果品のZIPファイルと
チェック結果のPDFファイルを登録してください。登録用データの出力方法は簡易版と同じ（P37と同じ）操作です。

2



北海道市町村版情報共有システム操作説明資料
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